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市立小学校の変圧器の故障に伴う対応について 

 

市立小学校の電灯変圧器に不具合が生じ、令和５年６月２０日夕方から校舎、体育館の照明等が使用不可

能な状況となっているため、６月２１日以降臨時休業等を行いますので、お知らせします。 

 

＜学校名＞ 

 川崎市立西野川小学校（児童数３３６名） 

 所在地：川崎市宮前区野川台３－１０－１ 

 校長名：神宮 祥恵（じんぐう さちえ） 

＜電灯変圧器の故障について＞ 

・６月１９日（月）電気業者の定期点検により電灯変圧器の再点検が必要なことが判明。２０日（火）１５

時３０分から再点検を実施しました。 

・６月２０日（火）１６時頃、点検により電灯変圧器の劣化が判明し、安全のため電灯変圧器を取り外した 

 影響により、照明等が使用できなくなりました。  

・６月２２日（木）に電灯変圧器の交換工事を実施します。 

※なお、動力系統の空調設備（エアコン）等については、使用可能です。 

＜学校の対応について＞ 

・６月２０日（火）に保護者にメールで状況を報告しました。 

・６月２１日（水）は午前中授業とします。 

・６月２２日（木）は臨時休業とし、希望する児童はお弁当持参の上、学校で預かります。 

・６月２３日（金）は通常どおり授業を行い、給食を提供する予定です。 

＜給食について＞ 

・調理機器の多くが使用できず、給食の調理ができないため、２１日（水）については、緊急対応の代替食 

として学校給食用非常食（「救給カレー」）を提供するほか、献立のうち調理を要しない黒食パンを提供し 

ます。 

・給食中止により未利用となり提供可能な食材に 

 ついては、こども食堂等に未利用食材を提供す 

 る取組「給食食材レスキュー」（別添資料）に基 

 づき、登録団体に対して、食材の提供が可能であ 

 ることについて２１日（水）にメール配信を行い 

 ます。 

＜わくわくプラザについて＞ 

・６月２１日（水）は学校終了後、また、２２日（木） 

 は学校での預かり終了後、児童を預かります。 

【問合せ先】 

（施設・設備に関すること） 

 川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室 武田 

 電話：０４４－２００－３０５５ 

（学校運営に関すること） 

 川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課 古俣 

 電話：０４４－２００－３２８４ 

（給食に関すること） 

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室 岩丸 

電話：０４４－２００－３２９６ 

（わくわくプラザに関すること） 

 川崎市こども未来局青少年支援室 米塚 

 電話：０４４－２００－２６７０ 
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「給食食材レスキュー “レス給”」を実施します 

 
 
 
 
 
 
１ 取組の概要 

川崎市立学校の臨時休業等に伴い、学校給食が急遽中止となり、未利用食品が発生（①）した場

合、あらかじめ登録された子どもに食事を提供する活動等を行う団体（こども食堂等）あてに、電

子メールにより情報を配信（②）し、受取を希望する団体が食品を引き取る（③）ものです。 
【未利用食品提供までの主な流れ】 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
２ 取組の対象団体 

提供対象となる団体は、市内において、地域の子育て支援等を目的として子どもに食事を提供

する活動などを行う団体としてあらかじめ登録された次の団体※とします。 
（１）こども食堂 
（２）フードバンク 
（３）児童養護施設等を運営する団体 
（４）子どものいる家庭のうち食品の提供を希望する家庭に食品を提供する団体 

※「川崎市立学校の学校給食における未利用食品の提供に関する要綱」に定める要件を満たす必要があります。 

 
３ 留意事項 

（１）本取組は、市立学校の臨時休業等により学校給食が急遽中止となり、未利用食品が発生した

場合に限り行うものです（給食食材を、常時又は定期的に提供するものでありません。）。 
（２）未利用食品は、比較的、消費期限が短く、長時間保管しておくことができない生鮮食品が多

くなっています。提供に当たって品質を保証することが困難な食品、その他の理由で提供が

困難と判断される食品は提供しない場合があります。 
 

川崎市立学校の臨時休業等に伴い、学校給食を急遽中止したことによって、給食食材として

利用することができなくなってしまう食品（未利用食品）が発生することがあります。 
こうした健康給食の食材として使われるはずだった行き場を失ってしまった食品を、「レスキ

ュー」して、こども食堂等（「給（救）助隊」）の食材に活用してもらう「給食食材レスキュー 

“レス給（キュー）”」を、この度、ＳＤＧｓの取組の一つとして実施します。 

（キュー） 

【問合せ先】 
川崎市教育委員会事務局 
健康給食推進室 日笠、大島 
電話：044-200-2466 

044-200-3296 

× 

 
こども食堂 

児童養護施設 ② 電子メール配信 

●●食品 

未利用食品 

③ 提供先として決定したこども食堂等が引き取り 

【食品取扱業者】 

給食中止 

【市立学校】 

教育委員会 

【食材調達受託者： 
 （公財）学校給食会）】 

× 

①  

【給（救）助隊】 

別 添 資 料 


